
厚生労働省支給事務取扱資料より抜粋 

資産要件早見表 

金融資産要件 
算定対象 算定対象外 

〇現金（右欄※を除く） 
〇預貯金（右欄※を除く） 
 財形貯蓄 

〇債券 
 国債 

〇株式 
 出資金 

〇投資信託 

〇暗号資産 
 

〇生命保険 
 個人年金保険（養老保険） 
 学資保険 

※東日本大震災に係る義援金、地震保険の保険金、
東京電力からの原子力損害に対する補償金の受取
り（その受け取りから 1年（給付金支給単位期間
の前日から起算して１年）までのもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙は、厚生労働省の支給事務取扱資料からの抜粋です。 

上記表に該当しない項目は、Eメール、または電話にて

ご相談ください。 

 

電話 011-221-1766  

Eメール：step-sapporo@career-bank.co.jp 右のQRコードからもメールを送信できます → 

〒060-0042 札幌市中央区大通西 6 丁目 10 番地 大通公園ビル 7 階 

【受付時間】午前9：00～午後5：00（土・日・祝日・年末年始を除く） 


